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要約

　本稿は、産業財取引における非対称情報問題を捉える概念的フレームワークを考察する研究の

端緒として、聞き取り調査によって得られた上海近郊のオフショア・ソフトウェア開発市場にお

ける非対称情報問題の所在と発現、および当事者企業による対策の現状に関する知見と考察をま

とめたものである。新たな取引関係を構築しようとする産業財企業が直’面する非対称情報問題の

取り扱いに、SECフレームワークがどの程度適用可能かという点に焦点をあてつつ、知見の整

理と考察を進める。

Abstract

　Exploring　the　extent　to　which　the　SEC　framework　is　applicable，　this　paper　describes

some　findings　from　interview　surveys　and　considerations　about　asymmetric　information

problems　and　its　countermeasures　in　the　offshore　software　development　market　of

Shanghai．、　The　purpose　of　which　is　to　find　a　clue　to　conceptualize　a　framework　for

asymmetric　information　problems　of　industrial　goods　transaction。

嘱、三重の囲的と蕎景

　マーケティング研究では、品質に関する情報非対称の問題はNelson（1970，1974）とDarby

and　Karni（1973）によって開発されたSECフレームワークを用いて取り扱われることが多い。
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このフレームワークは、しかし、消費財取引を土台として考案されたもので、産業財取引への適

用では、有意義な成果を得られないおそれがある。取引の頻度、売手の情報優位の程度、買手の

再購買率、買手間情報共有など．取引上重要な諸特徴において、消費財取引と産業財取引はかな

り異なっているためである。本稿は、産業財市場において非対称情報問題を捉える概念的フレー

ムワークを考察する研究の端緒として、聞き取り調査によって得られた上海市とその近郊・無錫

市のオフショア・ソフトウェア開発委託・受託取引市場における非対称情報問題の所在と発現、

および当事者企業による対策の現状に関する知見と考察をまとめたものであるi。

　オフショア・ソフトウェア開発委託・受託取引では、物財を中心に研究されてきた従来の産業

財取引研究とは異なる側面が強調されるおそれがあるものの、産業財企業による取引関係への新

規参入2にともなう非対称情報問題を捉えようとする場合に有意義と思われる、3つの特徴が見

られる。

　第1の特徴は、その成長力の大きさである。JETRO上海センターの未刊行資料によれば、上

海市のソフトウェア産業規模は、過去5年間、毎年20％以上の成長を維持して2007年には802

億元に達しており、オフショア開発を中心とするソフトウェア輸出は、やはり過去5年間、毎年

40％を超える急成長を続けて2007年には9．、9億ドルに達している。他方で、ソフトウェア企業数

は2007年度に上海市が捕捉しているところでは1β72社に過ぎず、市場の成長にともなう新規

参入の機会は大きいものと推測される。

　ソフトウェア開発市場への注目が有意義と思われる第2の特徴は、未だに頻繁な製品技術革新

が続く、その技術的環境にある。非対称情報が問題となるような専門性の高い複雑な物的産業財

のオフショア生産では、関連技術がすでに技術的に成熟している、あるいは新技術の開発に多額

の先行投資を要するなどの種々の理由から、先進国側の調達企業から途上国側の生産企業への技

術供与・技術指導をともなう場合が多い。他方、オフショア・ソフトウェア開発では、ベンダー

自身による先進技術へのアクセスや独自技術開発の余地が大幅にあるため、プロダクトの品質や

ベンダーの組織能力に関する情報の潜在的な非対称性はより大きく、問題はより先鋭に発現する

と考えられる。

　第3の特徴は、オフショア・ソフトウェア開発の目的が、単なるコスト優位の追求から人材的

補完へと、次第にシフトしてきていることである。日本企業から中国企業へのソフトウェア開発

委託の目的は、当初、安価な労働力の活用によるコスト優位の追及であった。しかし最近では、

情報技術者の定年退職によって日本企業から失われつつある技術が中国企業に若年技術者のもの

として保持されていることから、失われた技術の補完を求めて中国企業に開発委託するケースが

増えている。今後はさらにこの傾向が強まると予想されるが．その場合、取引に際してベンダー

の晶質に以前よりも強く焦点があたるため、非対称情報問題の潜在する範囲が広がることになる。

　以上より、本稿では特に．オフショア・ソフトウェア企業の新規顧客獲得にともなう非対称情
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報問題に焦点をあて、知見と考察を整理してゆく。

窯．オフシ葺ア・ソフトウェア開発市場における非対称情報問題の所在

2。1焦点となる敢引要素のSEC属性

　オフショア・ソフトウェア開発の委託・受託取引では、受注産業一般がそうであるように、価

格、品質、納期が取引の焦点となり、ソフトウェア開発固有の要素としてセキュリティが、特に

他の晶質から区別されて認識されている3。本稿ではShostack（1977）の見方にならって1回の

ソフトウェア開発プロジェクトを複数の物財要素とサービス要素からなる1個の取引対象とみな

して議論を進めることにし、以下で、まず要素ごとのSEC属性を考察する。

2。胴取引対象の中核1ソフトウェア開発請負サービス

　まず取引対象の中核となる要素だが、これは完成された物財としてのソフトウェアと捉えるよ

りは、ソフトウェア開発工程の一部に関する開発請負サービスと捉えることが妥当と考えられる。

　ソフトウェア開発が原則的にMTOの一点生産であることと、着手から納品までの開発期間の

存在を考え合わせれば、原理的に言って、完成品となるソフトウェアの品質水準は取引成約後の

開発期間中に機会主義的な売手によって操作されうる。また、所定の品質水準は買手にとって、

納期との組み合わせにおいて意義をもつものと考えられるが、売手にとって品質と納期がトレー

ドオフの関係にあることは明らかである。とすれば．納品されるソフトウェアの品質水準は、買

手も関与可能な開発プロセスに大きく依存することになり、買手は開発プロセス自体を購入して

いるものと考えた方が良いだろう4。生産プロセスに対する買手の注目は、物財の取引からサー

ビスの取引を峻別する主要な特徴の1つである。

　ところで、オフショア・ソフトウェア開発の買手は通常、自らもソフトウェア開発技術を有し

ており、開発プロジェクトの品質評価に関わる相当高度な知識を持っていると考えられる。この

ため買手は、開発⊥程のどの部分を委託するかなど、委託する開発プロセスの範囲にかかわる意

思決定を通じて、対象のSEC属性をコントロールする機会を持っていると考えられる。したがっ

て、1取引ごとの取引対象の中核部分のSEC属性は単純に一般化出来るものではなく、取引ご

とに異なるものと考えられるが、この側面を十分に考察するにはオフショア・ソフトウェアの取

引実態の詳細を踏まえる必要がある。この項では取引対象の中核が物財としてのソフトウェアで

はなくソフトウェア開発請負サービスであり、そのSEC属性が予め一般化できる性質のもので

はないことのみを指摘するにとどめ、SEC属性の決定に関わる詳細な検討は節を改めて行うこ

とにする。
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2。1。2納期

　納期は取引対象の品質を構成するサービス要素の1つだが、そのサービス的性質から明らかな

ように、経験属性のカテゴリに区分される要素である。

　原理的には事前に知りえない晶質であるとしても、売手による進捗管理の精確さと、売手が対

象プロジェクトに投入しうる開発技術者の数とは、ソフトウェア開発における納期の信頼性を推

測する手がかりとなるだろう。それらが可視的であるか、または比較的安定的な組織の能力とし

て捉えられるべき性質のものであるか、それとも売手と買手の関係性や売手のワークロード状態、

プロジェクトが売手の収益や利潤に占めるシェアなどの要因に影響されて、プロジェクトごとに

変動する性質のものであるかは、今後の探索的研究課題である。

　納期の信頼性が本質的には1取引ごとに経験的であるとしても、前者のような安定的な要素で

あれば取引の反復と共に信頼性を増し、期待品質の判断が省力化されて探索属性の扱いに近づく

一方、後者のような要素であれば、取引の反復如何に関わらず期待品質の判断に相当の情報収集

が必要とされるため、常に厳しく経験属性に区分されるべき要素であり続けることになる。

　なお、売手による進捗管理の精確さについては、ISO、CMM、　CMMIといった開発管理能

力の認証制度がシグナリング機構として設定されているが、そうした機構が十分に機能している

か否かということもまた、今後の探索的研究課題である。

2工3セキュリティ

　セキュリティもまた取引対象の品質を構成するサービス要素だが、完成品の納品後もその真の

品質が不確定なままであるため、信用属性のカテゴリに区分されるべき要素である。個人情報取

扱業者としての適格認定であるプライバシーマーク制度5のようなシグナリング機構がすでに設

置されているものの、そうした機構が十分に機能しているか否かということ自体が探索的研究課

題となる。シグナリング機構が有効に機能していれば、セキュリティ要素は探索属性としての取

り扱いが可能になるだろう。

2。2オフショア開発で託される開発工程に内包される鼻対称情報問題

　ソフトウェア開発⊥程の区分には多様な流儀があり、用語下等も必ずしも統一されていないが、

大きく分けて「設計」「開発」「テスト」の3段階に区分される点は共通している。物財製造企業

の製造⊥程になぞらえれば．概ね、「設計」段階が製品の企函と設計に、「開発」段階が製造に、

「テスト」段階が品質管理全般にあたるだろう。本稿の関心に副えば、「設計」段階ではさらに、

顧客の要望をソフトウェアの機能に置き換える「概要設計」段階と、ソフトウェアに要求される

機能を実現するための技術的構成を決める「詳細設計」段階が識劉される。また同様に、「テス

ト」段階にはさらに、プログラムを構成する個々のモジュールや複数モジュール間の連係機能を
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テストする「単体・結合テスト」段階と、システムが全体として機能と性能の両面で顧客の要求

を満たしているか否かをテストする「システムテスト」段階が識別される。

2。2。1オフショア開発委託・受託取引の対象となる工程

　オフショア委託される開発工程は．武藤（2004）によれば、もっとも狭い場合では労働集約的な

「開発」の実働部分を中心として、その前後の必要最小限の範囲であり、現在主流となっている

のはそれよりも若干広範囲な．「詳細設計」と「開発」を組み合わせた委託・受託契約であると

いう。以後の議論の便宜上、「開発」のみが委託・受託される場合をケース1、「詳細設計」と

「開発」が組み合わされて委託・受託される場合をケース2と呼ぶことにする。

　ケース1とケース2の比較においては、通常、買手の直面する非対称情報問題はケース1の方

が相対的に小さく、ケース2の方が相対的に大きくなると推論できるだろう。納品されるソフト

ウェアの品質すなわちソフトウェア開発サービスの品質以外の要素をいったん考慮の外に置けば、

ケース1では、売手の持つソフトウェア技術に関わる情報のみが買手にとって問題となるだろう。

より具体的に言えば、提示された詳細設計を実現するための開発リソースを売手がどの程度確保

できているかということに買手の注意は向けられ、必要な技術を有する技術者の存否や流動性が

品質評価の具体的な焦点となる。とすると、原理的にはプロジェクトごとに経験品質とならざる

を得ず、非対称情報問題の温床となる。

　ケース2ではこれに加えて、提示された概要設計に対して売手が妥当な詳細設計を書き上げる

か否かということにも．買手は注意を払わなければならない。概要設計で要求されたソフトウェ

アの機能を実現するソフトウェア技術の組み合わせば、通常、1通りではない。詳細設計を委託

された売手には、買手の利益を無視して自らに有利な詳細設計を書き上げる機会が生まれる。例

えば、売手にとって開発リソースの調達が容易な技術を優先的に登用するためにソフトウェアの

性能が犠牲にされることや、買手自身によるメンテナンスが困難な技術がソフトウェアに組み込

まれてしまうことなどが、理論上ありうる。

22。2ケース2採用の論理

　買手にとって非対称情報問題を大きくすると思われるケース2のような取引が増加していると

すれば、ケース1に比較してケース2の方が買手にとってコスト上有利になっているものと合理

的に推測される。それにはまず、ケース2の採用によって増大する非対称情報問題のもたらす買

手主観的な費用上のリスク、ケース1と比較したケース2における期待費用の増分が、買手自身

による詳細設計の費用よりも小さい場合が考えられる。買手自身による詳細設計費用が十分に大

きい場合（または売手による詳細設計の価格が十分に低い場合）、こうした状況が起りうる。こ

の場合、詳細設計における売手の機会主義がもたらす損害の可能性は温存されるため、増大した
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非対称情報問題のリスクは．買手自身による詳細設計の費用との比較において、適切に管理され

なければならない。

　売手に売手自身にとって有利な詳細設計をさせることによって、ケース1で問題となるような、

売手の持つソフトウェア技術に関わる非対称情報問題が回避される場合も、ケース2が合理的に

採用されることになる。売手はリソースの確保において容易または有利な詳細設計を立てるもの

と推測されるため、詳細設計段階からの委託を受けた売手は、開発リソースの確保に失敗するリ

スクが相対的に小さくなる。買手にとって売手の立てた詳細設計が概要設計を満たしているか否

かを評価するコストは、通常、売手の開発リソースが開発期間全体にわたって確保されているか

否かを監視ないし推測するのに十分な情報を得るコストよりも低いと考えられる。このため．売

手による詳細設計に売手の利己的な意図が反映されていたとしても、設計自体が買手にとって許

容しうるものならば、ケース2の採用は買手にとって常に、売手の開発リソースに関する監視費

用または推測のための情報費用の節約になる。

2。3葬対称情報問題の断在

　以上に見たように、オフショア・ソフトウェア開発の委託・受託取引においては、製品／開発

サービスの品質、納期、セキュリティをめぐって非対称情報問題が潜在している。進捗管理の精

確さや、セキュリティ問題の一部にはすでに公的な性格のシグナリング機構が準備されているが．

他の多くの非対称情報問題の取り扱いは、取引当事者の投資や私的制度設計によって回避ないし

克服されているものと推測される。以下では、そうした非対称情報問題に対する解決の努力につ

いて、インタビューサーヴェイから得られた知見をまとめてゆく。

3、上海企業インタビューサーヴェイの結果

　以下に記すのは、非対称情報問題への対策として機能していると見られる取引当者の投資や私

的制度に関して、著者が上海周辺のオフショア・ソフトウェア開発企業へのインタビューサーヴェ

イを通じて得た知見である。これらは現実に生じている事象に対して必ずしも一貫性の保証され

ていない複数の理論的立場から特定の解釈を与えたものだが．その解釈の正しさを主張する意図

や、対策としての一般性を主張する意図で記したものではない。極論すれば一イ固の所感に過ぎず、

今後の理論研究、実証研究の種子になることを期待して記すものである。

3．罐研究教育機関との提携と教育・訓練機関の運営

　大学のような研究教育機関との提携は、聞き取りによれば、技術の獲得を目的として行われて

いるようであった。したがって情報技術の研究・教育で著名な大学との提携関係を持つ売手は、
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そうでない売手よりも調達可能な技術の水準や多様性が高いものと推測される。しかし、技術を

調達可能であるということと、実際に技術が調達・保有されているということは異なる。大学と

の提携関係のアピールは非対称情報問題の解決には．さほど貢献しないかもしれない。

　買手は通常、提携関係の内容や程度に関する詳細な情報にアクセスできず、研究機関による技

術供与の程度を知ることは出来ない。このため、買手にとって．売手が持つ大学との提携関係は．

売手の技術の高さや多様さに関する直接の情報としては極めて限定的な価値しか持たない。また、

売手が大学との提携関係にどれだけの費用をサンタさせたかは通常不可視的なため、売手と大学

との提携関係が、売手の品質に関するシグナルとして間接的に機能する見込みも小さい。結局、

技術供与を中心とする大学との提携を、非対称問題の解決策として機能している方策と考えるこ

とは難しいQ

　一方、教育・訓練機関の運営実績は、聞き取りの結果から推測して．ベンダー企業には意識さ

れていないようだが、非対称問題の解決策として機能する可能性がある。

　大学との提携が上流⊥程も担当するベンダーに特徴的に見られるのに対し、社内に教育・訓練

機関を持つ企業は下流工程に特化している企業の中にも見られ、その直接的で基本的な目的は自

社従業員のソフトウェア技術・スキルの向上にある。しかし．繁閑の差が激しいソフトウェア開

発企業において、社内教育・訓練機関への投資を行うことは、同時に、従業員に対する長期雇用

のシグナルとも長期就労のインセンティブともなる。

　かくて相対的に離職率を低めることに成功した売手は、動員可能な技術者の数と、セキュリティ

に関する信頼度の高さにおいて．そうでない企業よりも優れていると．買手にとって合理的に推

測でき、そのための教育・訓練投資はサンタしていることから、教育・訓練機関の運営実績は非

対称問題の解決として機能する見込みを持つのである。

3。2下流工程への特化の効果

　意図的に下流工程に特化するベンダーの戦略もまた、非対称情報問題を回避する方策と捉える

ことが出来るだろう。先の理論的な考察でも述べたように、請け負う業務範囲を限定するほど非

対称情報問題の発生する領域自体を小さく出来る。

　それのみならず、この方策には従業員のスキルを高めないことを通じて離職率を低く抑える副

作用も発生しうる。ベンダー企業が何らかの理由（たとえばセキュリティ投資によって相対的に

有利な競争地位を占めている等）によって同レベルの（低いスキルの）従業員を競合他社よりも

有利に雇用する体制を維持できる、あるいは、従業員に他のより有利な就労機会や、それにつな

がるような（情報技術教育を含む）就学機会が得られないような条件が整っている場合．下流⊥

程への特化は離職率を低く抑える副作用を持つだろう。

　低い離職率は、すでに述べたように、そのベンダーが動員できる技術者の数と、セキュリティ
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に関する信頼度の高さにおいて、そうでないベンダーよりも優れているという情報となって．非

対称情報問題の解決に貢献する見込みがある。

3。3日本式従業員管理の効果

　社内における教育訓練の充実のみならず、社員旅行や家族ぐるみの社内運動会など、日本企業

ではすでに廃れた慣習の多くを残している企業が存在していることは印象的であった。そうした

活動を資金面等で援助しているベンダーは、作業スペース内の目立つ場所のみならず、顧客の目

に触れる場所に、写真、寄せ書きなどの記念物を提示している。こうした施策は、日本人顧客に

エモーショナルに訴求する以上の意味を持つだろう。

　社内旅行の代金は全学会社持ちなど、従業員の一体感を高めるのに会社側が相当な費用を負担

していることが伺えるが、そうした努力のみられる会社の離職率は、賃金水準に関わらず相対的

に低いようである。低い離職率のもつ効果はすでに繰り返し述べたが、一般に離職率の高い中国

では、従業員の安定確保が企業にとって大きな関心事のひとつなのかもしれない。とすれば．ベ

ンダー企業が自らの経営の安定のために行う投資が、同時に非対称情報問題の解決に貢献してい

ることとなる。

3。4日本向けオフショア・ソフトウエア開発の敢引慣行

　上海周辺の日本向けオフショア・ソフトウェア開発市場においては、非対称情報問題の解決に

貢献していると思われる2つの取引慣行がある。1つは、日本向けオフショア・ソフトウェア開

発取引が、欧米向けのそれにくらべて契約や仕様の曖昧さを特徴としていることであり、もう1

つは、1度の失敗がベンダーを取引関係から永久に退場させる重みを持っていることである。

　聞き取りによれば、受注側は、その曖昧さの許容するアソビの中で創意⊥夫を重ねて自社の技

術を高められる点に、四叉益の日本向けオフショア開発に取り組む意義があるとしているが、1

度の失敗も許されない関係の中で創意工夫することは相当なリスクを伴う。2つの取引慣行を前

提とすれば、売手は曖昧な契約や仕様に隠された買手の意図を探るため、あるいは．オーバーロー

ドによる失敗で取引からの退場させられないために、自らの技術に関する真の情報を開示するイ

ンセンティブを持つだろう6。

4．結語

　今次の調査では、当該産業における非対称情報問題が、認証制度のような明示的なシグナリン

グ機構とともに教育訓練投資や従業員管理などの日々の経営活動を通じて即せられる暗黙のシグ

ナルによって解決されているように思われた。このローカルな洞察を一般化することは当然でき
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ないが、産業財取引における非対称情報問題、ならびにその対策を考察する上で、1つの論点が

ひらかれているように思われる。
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米向けと日本向けの二部に分かれているためであろう。そのような二部市場が発生・存続している理由は、
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